
個別物品のライフサイクル全般
に関わる３Ｒの推進

14



個別物品のライフサイクル全体の環境配慮に関する法体系

15

資源有効利用促進法

←グリーン購入法

←個別リサイクル法制度

容器包装リサイクル法

家電リサイクル法

自動車リサイクル法 等

←廃棄物処理法

生産

消費・使用

回収・リサイクル

廃棄

事業者に対する
•環境配慮設計（省資源化・長
寿命化）
•再生利用・再使用促進
•素材表示

政府等が
•環境配慮製品を率先して調達

消費者に対する
•分別排出
•適正な費用負担 等

事業者に対する
・自主回収

事業者・自治体に対する
•適正な廃棄物処分

循環型社会形成推進基本法
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以下の対象業種又は対象製品について、それぞれ３Ｒ対策の取組の内容
を「判断基準」として国が定め、その遵守を義務づけ。

①特定省資源業種 ②特定再利用業種 ③指定省資源化製品 ④指定再利用促進製品
⑤指定表示製品 ⑥指定再資源化製品 ⑦指定副産物

◎事業者が副産物の発生抑制・リサイクル対策に係る計画を策定
◎具体的には、生産工程の合理化、副産物の原料としての再利用等
◎事業者が副産物の発生抑制・リサイクル対策に係る計画を策定
◎具体的には、生産工程の合理化、副産物の原料としての再利用等

工場で発生する副産物（＝産業廃棄物）の発生抑制対策とリサイクル対策（原材料としての再利用）の取組を事業者に義務付け。

消

費

分別・回収分別・回収

副産物の発生抑制・リサイクル対策 ①・⑦

◎従来のスチール缶、アルミ缶、ＰＥＴボトルに
加え、紙製・プラスチック製容器包装に表示
の義務付けを追加

分別回収の表示 ⑤

Ⅰ．製品対策

Ⅱ．副産物対策

リサイクル対策（原材料としての再利用）、廃棄物の発生抑制対策及び部品等の再使用対策の取組を事業者に義務付け。

製造・流通製造・流通

廃棄物の発生抑制対策 ③

◎省資源化・長寿命化設計

◎修理体制の充実

部品等の再使用対策 ④

◎部品等の再使用が容易な製品の設計

リサイクル対策

◎リサイクル容易な製品の設計

リサイクル・部品等の再使用リサイクル・部品等の再使用

部品等の再使用対策 ②

◎回収した製品から部品等を取り出し、
製品の製造に再使用

リサイクル対策

◎回収した製品から有用物を取り出し、
製品の原材料として再利用

事業者による分別回収・リサイクルの実施 ⑥

◎事業者による製品の分別回収 ◎事業者による分別回収した製品の
リサイクル

◎事業者が副産物の発生抑制・リサイクル対策に係る計画を策定
◎具体的には、生産工程の合理化、副産物の原料としての再利用等
◎事業者が副産物の発生抑制・リサイクル対策に係る計画を策定
◎具体的には、生産工程の合理化、副産物の原料としての再利用等

工場で発生する副産物（＝産業廃棄物）の発生抑制対策とリサイクル対策（原材料としての再利用）の取組を事業者に義務付け。

消

費

消

費

消

費

分別・回収分別・回収分別・回収分別・回収

副産物の発生抑制・リサイクル対策 ①・⑦

◎従来のスチール缶、アルミ缶、ＰＥＴボトルに
加え、紙製・プラスチック製容器包装に表示
の義務付けを追加

分別回収の表示 ⑤

◎従来のスチール缶、アルミ缶、ＰＥＴボトルに
加え、紙製・プラスチック製容器包装に表示
の義務付けを追加

分別回収の表示 ⑤

Ⅰ．製品対策

Ⅱ．副産物対策

リサイクル対策（原材料としての再利用）、廃棄物の発生抑制対策及び部品等の再使用対策の取組を事業者に義務付け。

製造・流通製造・流通

廃棄物の発生抑制対策 ③

◎省資源化・長寿命化設計

◎修理体制の充実

部品等の再使用対策 ④

◎部品等の再使用が容易な製品の設計

リサイクル対策

◎リサイクル容易な製品の設計

製造・流通製造・流通製造・流通製造・流通

廃棄物の発生抑制対策 ③

◎省資源化・長寿命化設計

◎修理体制の充実

廃棄物の発生抑制対策 ③

◎省資源化・長寿命化設計

◎修理体制の充実

部品等の再使用対策 ④

◎部品等の再使用が容易な製品の設計

部品等の再使用対策 ④

◎部品等の再使用が容易な製品の設計

リサイクル対策

◎リサイクル容易な製品の設計

リサイクル対策

◎リサイクル容易な製品の設計

リサイクル・部品等の再使用リサイクル・部品等の再使用

部品等の再使用対策 ②

◎回収した製品から部品等を取り出し、
製品の製造に再使用

リサイクル対策

◎回収した製品から有用物を取り出し、
製品の原材料として再利用

リサイクル・部品等の再使用リサイクル・部品等の再使用

部品等の再使用対策 ②

◎回収した製品から部品等を取り出し、
製品の製造に再使用

部品等の再使用対策 ②

◎回収した製品から部品等を取り出し、
製品の製造に再使用

リサイクル対策

◎回収した製品から有用物を取り出し、
製品の原材料として再利用

リサイクル対策

◎回収した製品から有用物を取り出し、
製品の原材料として再利用

事業者による分別回収・リサイクルの実施 ⑥

◎事業者による製品の分別回収 ◎事業者による分別回収した製品の
リサイクル

事業者による分別回収・リサイクルの実施 ⑥事業者による分別回収・リサイクルの実施 ⑥

◎事業者による製品の分別回収 ◎事業者による分別回収した製品の
リサイクル

製品のライフサイクル全般にわたる環境配慮の取組：資源有効利用促進法
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製品毎の３Ｒシステムの高度化

製品のライフサイクル全体において、天然資源消費量、廃棄物発生量および環境負荷を最小化する

ような対応が可能となるよう、製品毎の３Ｒシステムの高度化を図るために必要な措置について、

産構審製品３Ｒシステム高度化ＷＧにおいて検討を行った。

製品のライフサイクル全体において、天然資源消費量、廃棄物発生量および環境負荷を最小化する

ような対応が可能となるよう、製品毎の３Ｒシステムの高度化を図るために必要な措置について、

産構審製品３Ｒシステム高度化ＷＧにおいて検討を行った。

取組概要取組概要

○家電・パソコン等の製品について、製品含有物質の情報開示制度を導入

・対象物質６物質、対象製品７品目を指定
・製品本体や包装箱における対象物質の含有マーク表示
・製品カタログや当該製品のウェブサイトへの対象物質の含有マーク、含有箇所、含有量等の表示

○再生資源利用率等の製品の新たな評価軸や易解体性の表示方法等の統一化に向けた規格作成

○国際的な標準化に向けた対応を産業界と政府が連携して積極的に推進

・ＪＩＳ規格の活用、ＩＥＣ（国際電気標準会議）での国際標準化に向けた対応

○家電・パソコン等の製品について、製品含有物質の情報開示制度を導入

・対象物質６物質、対象製品７品目を指定
・製品本体や包装箱における対象物質の含有マーク表示
・製品カタログや当該製品のウェブサイトへの対象物質の含有マーク、含有箇所、含有量等の表示

○再生資源利用率等の製品の新たな評価軸や易解体性の表示方法等の統一化に向けた規格作成

○国際的な標準化に向けた対応を産業界と政府が連携して積極的に推進

・ＪＩＳ規格の活用、ＩＥＣ（国際電気標準会議）での国際標準化に向けた対応

具体的対応具体的対応
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対象製品対象製品 対象物質対象物質

○パーソナルコンピュータ
○ユニット形エアコンディショナ
○テレビ受像機
○電気冷蔵庫
○電気洗濯機
○電子レンジ
○衣類乾燥機

○パーソナルコンピュータ
○ユニット形エアコンディショナ
○テレビ受像機
○電気冷蔵庫
○電気洗濯機
○電子レンジ
○衣類乾燥機

○鉛及びその化合物
○水銀及びその化合物
○六価クロム化合物
○カドミウム及びその化合物
○ポリブロモビフェニル
○ポリブロモジフェニルエーテル
（デカブロモジフェニルエーテルを除く。）

○鉛及びその化合物
○水銀及びその化合物
○六価クロム化合物
○カドミウム及びその化合物
○ポリブロモビフェニル
○ポリブロモジフェニルエーテル
（デカブロモジフェニルエーテルを除く。）

含有表示含有表示

6物質含有あり6物質含有なし

（任意表示） （マーク表示と情報開示の義務づけ）

19
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資源有効利用促進法を活用
①自動車用バッテリーを資源有効利用促進法の指定再資源化製品として指定すると
ともに、自動車用バッテリーを部品として使用する製品を指定
②回収・リサイクルの実施主体を規定
・バッテリー製造事業者及び輸入者
・バッテリー使用機器製造事業者及び輸入者

自動車用バッテリー回収・リサイクルシステムの再構築の検討
【共管省庁：環境省】

＜自動車用バッテリー＞
自動車、二輪車、農業機械、建設機械、小型船舶
等のエンジン式の機器の始動・点火などに使用され
る自動車用バッテリーは、年間２，５００万個程度
が国内市場に投入されている。

■バッテリーの年間国内販売個数
四輪車用バッテリー 約２，２００万個
二審車用バッテリー 約 ２８２万個

＜リサイクルシステム再構築の必要性＞
自動車用バッテリーのリサイクルシステムは、平

成６年１０月から国内バッテリー製造事業者が自主
的に再生鉛を購入することで、回収・リサイクルす
る仕組みとして構築されたが、更に持続的・安定的
な回収・リサイクルシステムの再構築が必要となっ
たため、その再構築の検討に着手。

○検討の背景○検討の背景

＜検討会名称＞
・産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員
会電気・電子機器リサイクルＷＧ自動車用バッテリー
リサイクル検討会
・中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会自動車用鉛
蓄電池リサイクル専門委員会
の合同会合（座長：藤井美文 文教大学教授）

＜検討内容＞
継続的・安定的な自動車用バッテリーの回収・リサ

イクルシステムを構築し、関係主体が果たすべき役割
や実効性を確保するための方策等について

＜開催経過＞
平成１７年５月１１日 第１回検討会
平成１７年６月 ７日 第２回検討会
平成１７年７月２５日 第３回検討会

※８月１１日から９月１２日まで経済産業省・環境省
ＨＰにおいてパブリックコメントを実施中

○検討経過○検討経過

○検討内容の概要○検討内容の概要
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解体業者解体業者

破砕業者破砕業者

フロン類引取・引渡義務フロン類引取・引渡義務

フロン類回収料金フロン類回収料金

最終所有者最終所有者

再利用
部品等

使用済自動車

使用済自動車

引取業者引取業者

（自
ら
又
は
委
託
に
よ
り
リ
サ
イ
ク
ル
を
実
施
）

（自
ら
又
は
委
託
に
よ
り
リ
サ
イ
ク
ル
を
実
施
）

使用済自動車等の流れ使用済自動車等の流れ

金の流れ金の流れ

自
動
車
製
造
業
者
・輸
入
業
者

自
動
車
製
造
業
者
・輸
入
業
者

払渡し払渡し

払渡し請求払渡し請求

シュレッダーダストシュレッダーダスト
引取・引渡義務引取・引渡義務

資金管理法人資金管理法人
（（財）自動車リサイクル（（財）自動車リサイクル

促進センター）促進センター）

新車所有者新車所有者

中古車中古車

リサイクルリサイクル

料金等を預託料金等を預託

金属等

有
用
部
品
市
場
・

有
用
部
品
市
場
・

有
用
金
属
等
市
場

有
用
金
属
等
市
場

（自動車販売・整備業者等）

※ ※既販車に関しては
既販車所有者

引取・引渡義務引取・引渡義務

引取・引渡義務引取・引渡義務

エアバッグ類エアバッグ類
引取・引渡義務引取・引渡義務

エアバッグ類回収料金エアバッグ類回収料金

フロン類フロン類
回収業者回収業者

使用済自動車 引取・引渡義務引取・引渡義務

引取・引渡義務引取・引渡義務

登録

登録

許可

許可

認定

情
報
管
理
セ
ン
タ
ー

情
報
管
理
セ
ン
タ
ー

（（財
）自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
促

（（財
）自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
促

進
セ
ン
タ
ー
）

進
セ
ン
タ
ー
）

電
子
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
よ
る
報
告

電
子
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
よ
る
報
告

情報の流れ情報の流れ

廃車ガラ輸出

国内電炉会社等

破砕前処理業者
（プレス等）

輸
出
業
者

中古車輸出

道路運送車両法の
抹消登録手続

全部再資源化認定のケース

各事業者が創意工夫
によりビジネスを行う

解体自動車

※ リサイクル義務者が不存在の場合等につき指定再資源化
機関（（財）自動車リサイクル促進センター）が対応。その他離島
対策、不法投棄対策への出えん業務も実施。

指
定
再
資
源
化
機
関

（（財
）自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
促
進

セ
ン
タ
ー
）

個別リサイクル法：自動車リサイクル法

本年１月１日から本格
施行

［進捗］
○預託台数実績（平成１７年１－７月累計）
新車新規登録時 ３５７万台
車検時 １，８４７万台
引取時 １３２万台

○平成１７年１月－７月の累計で１４５万台
の使用済自動車について、引取業者か
ら引取報告を実施。

○自動車メーカー等によるシュレッダーダ
ストのリサイクル率については、施行直
後で判断できるものではないが５０～７
１％となっている。また、エアバッグ類の
リサイクル率についても９０％を越えて
いる。
※リサイクル率の基準
シュレッダーダスト ３０％（～０９年）
エアバッグ類 ８５％

○自動車リサイクル法は、制度として立ち
上がりつつあるものと認識。

【共管省庁：環境省】
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○再商品化実績
平成１６年度実績（法定再商品化率）
エアコン ８２％ （６０％以上）
テレビ ８１％ （５５％以上）
冷蔵庫 ６４％ （５０％以上）
洗濯機 ６８％ （５０％以上）

○１６年４月から、冷凍庫を対象追加。
断熱材フロンの回収等義務づけ。

○不法投棄は引取の１％台。
環境省調査によれば、平成１５年度は
約１７万５千台(対前年度比６．２％増)。
引取等台数に占める割合は１％台で

推移しているが、引き続き注視が必要。

○約７割の自治体が順調に推移と評価。

○再商品化実績
平成１６年度実績（法定再商品化率）
エアコン ８２％ （６０％以上）
テレビ ８１％ （５５％以上）
冷蔵庫 ６４％ （５０％以上）
洗濯機 ６８％ （５０％以上）

○１６年４月から、冷凍庫を対象追加。
断熱材フロンの回収等義務づけ。

○不法投棄は引取の１％台。
環境省調査によれば、平成１５年度は
約１７万５千台(対前年度比６．２％増)。
引取等台数に占める割合は１％台で

推移しているが、引き続き注視が必要。

○約７割の自治体が順調に推移と評価。

家電Ｒ法の施行状況家電Ｒ法の施行状況

○平成１３年４月から施行された家電リサイクル法は、概ね定着し、５年目へ。

廃家電４品目の引取台数： 平成１３年度 ８５５万台 → 平成１４年度 １,０１５万台
→ 平成１５年度 １,０４６万台 → 平成１６年度 １,１２２万台（対前年度比7%増）

排 出 者
適正な引渡し

収集・再商品化等に関する費用の支払い

排 出 者
適正な引渡し

収集・再商品化等に関する費用の支払い

排
出

排
出

引 取 義 務

引渡し義務

引 取 義 務

引渡し義務

小売業者小売業者
市

町

村
等

市

町

村
等

収
集
・
運
搬

収
集
・
運
搬

製造業者
輸入業者

製造業者
輸入業者

指定
法人

指定
法人

市
町
村
等

市
町
村
等

再
商
品
化
等

再
商
品
化
等

引 取 義 務

再商品化等基準に従った再商品化等実施義務

指定引取場所指定引取場所

家電リサイクルの流れ家電リサイクルの流れ

個別リサイクル法：家電リサイクル法
【共管省庁：環境省】



個別リサイクル法：容器包装リサイクル法
【共管省庁：環境省、財務省、厚生労働省、農林水産省】

一般廃棄物の２～３割（→重量比。容積比では６割）を占める容器包装のリサイクルを促進し、廃
棄物を減量することによる廃棄物最終処分場の延命と資源の有効利用等を図る。

一般廃棄物の２～３割（→重量比。容積比では６割）を占める容器包装のリサイクルを促進し、廃
棄物を減量することによる廃棄物最終処分場の延命と資源の有効利用等を図る。

進捗状況進捗状況

○分別収集参加自治体（Ｈ１５）
・ペットボトル ：２，８９１
・ガラスびん ：２，９２２
・プラスチック ：１，６８５
・紙製容器 ： ７４８
※全市町村数（東京２３区含む）：３，１５５

○リサイクル率
・ペットボトル ：６１．０％
（Ｈ１５：事業系含む）

○容器のリデュース・リユースが進展
・Ａ社：食器洗剤のボトルの重量削減
プラスチック34ｇ → 24g （約29%削減）

・Ｂ社：詰め替え用シャンプーの品目増加
・Ｃ社：冷凍食品の中トレーの使用廃止

施行１０年目の平成１７年度に見直し施行１０年目の平成１７年度に見直し

商品の提供

廃ペットボトルの

引き渡し

飲料メーカー（ボトラー）
ペットボトルのメーカー

消費者

《分別排出》

市町村

《分別収集》

指定法人

（日本容器包装リサイクル協会）

リサイクル義務の履行

（リサイクル費用の支払い）

委託費用の支払い
引取契約 ￥

リサイクル

事業者

リサイクル
製品利用事
業者
(衣料メーカ
ー等)

フレーク、ペレットの売渡し

￥

《再商品化》

※図中《》は、各主体の役割分担

容器包装リサイクル法のスキーム図（ペットボトルの場合）

23○本年 産構審、中環審とも最終取りまとめ予定
○次期通常国会に向け改正法案提出を検討



製品のライフサイクル全般の３Ｒの推進：産構審リサイクルガイドライン
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●事業者の自主的な取組の促進を目的として、事業者が廃棄物
処理・リサイクルとして取り組むべき事項を整理。
リサイクル関連法対象ではない品目・業種についての自主的
な取組の集大成
リサイクル関連法対象である品目・業種についての実施指針

●平成２年に策定されて以来、原則毎年フォローアップを行う
とともに、累次の改定を経る中で、対象品目・業種の拡大や
取組内容の充実・強化を図ってきている。

●なお、本ガイドラインの対象としている品目・業種は、

３５品目、１８業種が対象。
一般廃棄物の約７０％、産業廃棄物の約４０％をカバー。

●事業者の自主的な取組の促進を目的として、事業者が廃棄物
処理・リサイクルとして取り組むべき事項を整理。
リサイクル関連法対象ではない品目・業種についての自主的
な取組の集大成
リサイクル関連法対象である品目・業種についての実施指針

●平成２年に策定されて以来、原則毎年フォローアップを行う
とともに、累次の改定を経る中で、対象品目・業種の拡大や
取組内容の充実・強化を図ってきている。

●なお、本ガイドラインの対象としている品目・業種は、

３５品目、１８業種が対象。
一般廃棄物の約７０％、産業廃棄物の約４０％をカバー。

◆ペットボトル回収率
５０％（Ｈ１６年度まで）

→ ８０％（Ｈ２６年度まで）
◆消火器回収率
５３％（Ｈ１５年度までに）

→ ６０％（Ｈ１６年度）
◆工場生産住宅製造業
生産段階廃棄物発生量の削減目標（Ｈ２２年まで）
▲１５％ → ▲３０％（Ｈ１３年比）

◆ペットボトル回収率
５０％（Ｈ１６年度まで）

→ ８０％（Ｈ２６年度まで）
◆消火器回収率
５３％（Ｈ１５年度までに）

→ ６０％（Ｈ１６年度）
◆工場生産住宅製造業
生産段階廃棄物発生量の削減目標（Ｈ２２年まで）
▲１５％ → ▲３０％（Ｈ１３年比）

①リデュースの進展（産業廃棄物最終処分量の削減）

◆化学工業 ９９．３万トン（Ｈ１３年）
→ ７８．５万トン（Ｈ１４年）

◆自動車部品製造業 １０．３万トン（Ｈ１３年）
→ ６．９万トン（Ｈ１４年）

②リユースの進展
◆ガラスびん
「Ｒ」マークの統一規格によるリユースびんの出荷実績
平成１５年度：１，７３０万本（前年度比４２．７％増）

③リサイクルの進展
◆ペットボトル回収率
５３．４％（Ｈ１４年）→ ６１．０％（Ｈ１５年）

◆消火器回収率
２７％（Ｈ１２年）→ ４４％（Ｈ１５年）

◆ぱちんこ遊技機マテリアルリサイクル率
４１．４％（Ｈ１３年度）→ ５１．９％（Ｈ１４年度）

①リデュースの進展（産業廃棄物最終処分量の削減）

◆化学工業 ９９．３万トン（Ｈ１３年）
→ ７８．５万トン（Ｈ１４年）

◆自動車部品製造業 １０．３万トン（Ｈ１３年）
→ ６．９万トン（Ｈ１４年）

②リユースの進展
◆ガラスびん
「Ｒ」マークの統一規格によるリユースびんの出荷実績
平成１５年度：１，７３０万本（前年度比４２．７％増）

③リサイクルの進展
◆ペットボトル回収率
５３．４％（Ｈ１４年）→ ６１．０％（Ｈ１５年）

◆消火器回収率
２７％（Ｈ１２年）→ ４４％（Ｈ１５年）

◆ぱちんこ遊技機マテリアルリサイクル率
４１．４％（Ｈ１３年度）→ ５１．９％（Ｈ１４年度）

２．３Ｒ対策の進展２．３Ｒ対策の進展ガイドラインの目的等ガイドラインの目的等

◆パソコン
資源有効利用促進法の指定再資源化製品に家庭系パソコン
を追加し、製造事業者等による回収・再資源化を開始。
（Ｈ１５年１０月１日）

◆オートバイ
二輪車メーカー等による自主取組としてのリサイクルシス
テムを稼働。（Ｈ１６年１０月１日）

◆パソコン
資源有効利用促進法の指定再資源化製品に家庭系パソコン
を追加し、製造事業者等による回収・再資源化を開始。
（Ｈ１５年１０月１日）

◆オートバイ
二輪車メーカー等による自主取組としてのリサイクルシス
テムを稼働。（Ｈ１６年１０月１日）

３．リサイクルシステムの構築３．リサイクルシステムの構築

１．目標値の改定（平成１６年９月）１．目標値の改定（平成１６年９月）



産業構造審議会品目別廃棄物処理リサイクルガイドラインの設定品目（３５品目）

紙紙 ガラスびんガラスびん スチール缶スチール缶 アルミ缶等アルミ缶等 プラスチックプラスチック

自動車自動車 オートバイオートバイ タイヤタイヤ 自転車自転車 家電製品家電製品

スプリングマットレス
スプリングマットレス

オフィス家具オフィス家具 カーペットカーペット 布団布団 乾電池乾電池

小形二次電池等小形二次電池等 自動車用鉛蓄電池
及び二輪車用鉛蓄電池

自動車用鉛蓄電池
及び二輪車用鉛蓄電池 カセットボンベカセットボンベ エアゾール缶エアゾール缶 小型ガスボンベ小型ガスボンベ

消火器消火器 ぱちんこ遊技機等
ぱちんこ遊技機等 パーソナルコンピュータ

及びその周辺機器

パーソナルコンピュータ
及びその周辺機器 複写機複写機 ガス・石油機器ガス・石油機器

繊維製品繊維製品 潤滑油潤滑油 電線電線 建設資材建設資材 浴槽及び浴室ユニット
浴槽及び浴室ユニット

システムキッチン
システムキッチン

携帯電話・ＰＨＳ
携帯電話・ＰＨＳ 蛍光管等蛍光管等 自動販売機自動販売機 レンズ付フィルム

レンズ付フィルム

産業構造審議会業種別廃棄物処理リサイクルガイドラインの設定業種（１８業種）

鉄鋼業鉄鋼業 紙・パルプ製造業
紙・パルプ製造業 化学工業化学工業 板ガラス製造業板ガラス製造業 繊維工業繊維工業

非鉄金属製造業非鉄金属製造業 電気事業電気事業 自動車製造業自動車製造業 自動車部品製造業
自動車部品製造業

電子・電気機器製造業
電子・電気機器製造業

石油精製業石油精製業 流通業流通業 リース業リース業 セメント製造業セメント製造業 ゴム製品製造業ゴム製品製造業

25
石炭鉱業石炭鉱業 ガス業ガス業 工場生産住宅製造業

工場生産住宅製造業
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２.  廃棄物・リサイクルガバナンスのポイント

（２） 幅広い関係事業者を含めた体制構築

（１）廃棄物・リサイクルガバナンスの構築、
強化のための社内体制の確立

（３） 自社の取組状況の情報発信・情報共有

最終処分
リサイク
ル

経営者

廃棄物管理担当部門

現場の廃棄物管理担当者

関連
会社

原材料
調達

協力
会社

中間処理

自社
事業活動

廃棄物等の最終
処分までの確認
（コンプライアン

ス）

サプライチェーン上の廃棄
物等に係るマネジメント

（３）自社の取組状況の
情報発信・情報共有

顧客・
消費者

投資家

地域社
会

双方向の
コミュニ

ケーショ
ン

（１）廃棄物・リサイクルガバナンスの
構築、強化のための社内体制の確立

（２）幅広い関係事業者を
含めた体制構築

企業グループ全体での
廃棄物等に係るマネジメ

ント

廃棄物等
のリサイク
ルの確認

収集・運
搬

流通・販
売

廃棄物・リサイクルガバナンス
「排出事業者のための廃棄物・リサイクルガバナンスガイドライン」

産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会

１．大規模不法投棄事案の発生と排出

事業者への措置命令

・青森・岩手県境大規模不法投棄事案

・事業者名を公表の上で、不法投棄廃棄
物撤去の措置命令発出

・社名公表によるブランドイメージの失墜

産廃リスクの低減

循環型社会形成への貢献

取組の
徹底




